
中能登町告示第６７号 

 

中能登町業務委託契約約款の一部を改正する告示を次のように定

める。 

 

  令和８年３月３１日 

 

中能登町長 宮下 為幸   

 

中能登町業務委託契約約款の一部を改正する告示 

 

 中能登町業務委託契約約款（令和2年中能登町告示第20号）の一部

を次のように改正する。 

 

第２４条に次の１項を加える。 

３ 発注者は、第１項の規定による協議に当たっては、受注者からの

意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意する

とともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に

関して受注者が第４７条に規定するあっせん若しくは調停を請求

したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

第２５条に次の１項を加える。 

４ 発注者は、第１項の規定による協議に当たっては、受注者からの

意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意する

とともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に

関して受注者が第４７条に規定するあっせん若しくは調停を請求

したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

第３０条に次の１項を加える。 

３ 発注者は、第１項の規定による協議に当たっては、受注者からの

意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意する

とともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に

関して受注者が第４７条に規定するあっせん若しくは調停を請求

したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 



第３４条第６項、第４４条第１項及び第２項並びに第４４条の３第

２項中「2.5」を「3.0」に改める。 

 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


